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気
象
業
務
法
及
び
国
土
交
通
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
気
象
業
務
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
警
報
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
二

気
象
庁
は
、
予
想
さ
れ
る
現
象
が
特
に
異
常
で
あ
る
た
め
重
大
な
災
害
の
起
こ
る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き

い
場
合
と
し
て
降
雨
量
そ
の
他
に
関
し
気
象
庁
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
そ
の
旨
を
示
し
て
、
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
及
び
波
浪
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
警
報
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

気
象
庁
は
、
前
項
の
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
都
道
府
県
知
事
が
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
関
係
市
町

村
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

気
象
庁
は
、
第
一
項
の
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
基
準
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
警
報
（
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
特
別
警
報
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場

合
に
準
用
す
る
。

第
十
四
条
第
三
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
警
察
庁
」
の
下
に
「
、
消
防
庁
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
二

気
象
庁
は
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
及
び
波
浪
の
特
別
警

報
を
し
た
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
特
別
警
報
に
係
る
警
報
事
項
を
警
察
庁
、
消
防
庁
、

海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
又
は
日
本
放
送
協
会
の
機
関
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
震
動
の
特
別
警
報
以
外
の
特
別
警
報
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
別
警
報
の
必
要

が
な
く
な
つ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
通
知
を
受
け
た
都
道
府
県
の
機
関
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知
さ
れ
た
事
項
を
関
係
市
町
村
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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３

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
警
察
庁
、
消
防
庁
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
機
関

が
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
準
用
す
る
。

４

第
二
項
又
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
市
町
村
長
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知
さ
れ
た
事
項

を
公
衆
及
び
所
在
の
官
公
署
に
周
知
さ
せ
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
条
第
五
項
の
規
定
は
海
上
保
安
庁
の
機
関
が
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
、
同
条
第
六
項
の
規
定
は
日
本
放
送

協
会
の
機
関
が
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
及
び
火
山
現
象
」
を
「
、
火
山
現
象
及
び
津
波
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は
火
山

現
象
」
を
「
、
火
山
現
象
又
は
津
波
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
二
中
「
又
は
火
山
現
象
」
を
「
、
火
山
現
象
又
は
津
波
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
中
「
、
沖
縄
気
象
台
長
又
は
海
洋
気
象
台
長
」
を
「
又
は
沖
縄
気
象
台
長
」
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
条
」
に
、
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
一
条
」
に
、
「
第
五
十
三
条
」
を
「
第
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五
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

気
象
庁
に
、
地
方
支
分
部
局
と
し
て
、
管
区
気
象
台
を
置
く
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
（
海
洋
気
象
台
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
八
項
を
削
る
。

第
五
十
一
条
を
削
り
、
第
四
章
第
四
節
中
第
五
十
二
条
を
第
五
十
一
条
と
す
る
。

第
四
章
第
五
節
中
第
五
十
三
条
を
第
五
十
二
条
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

次
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
中
気
象
業
務
法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
の
規
定

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日

（
新
気
象
業
務
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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第
二
条

気
象
庁
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
気
象
業
務
法
（
以
下
「
新
気
象

業
務
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
基
準
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
準
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
気
象
業
務
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
五
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
気
象
業
務
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）
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第
六
条

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
百
四
十
三
号

中
「
若
し
く
は
火
山
現
象
」
を
「
、
火
山
現
象
若
し
く
は
津
波
」
に
改
め
る
。

(二)
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理

由

重
大
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
国
民
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
気
象
庁
は
、
重
大
な
災
害
の
起
こ
る
お
そ
れ

が
著
し
く
大
き
い
場
合
に
特
別
警
報
を
行
う
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
気
象
観
測
、
予
報
等
を
行
う
体
制
強
化
に
資
す
る
よ
う

海
洋
気
象
台
を
管
区
気
象
台
等
に
統
合
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で

あ
る
。


